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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
カ
ジ
ノ
事
業
者
か
ら
の
納
付
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
以
下

「
国
庫
納
付
金
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
比
例
部
分
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
（
以
下

「
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
取
り
ま
と
め
（
平
成

二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
）
（
以
下
「
取
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
示

さ
れ
た
、
納
付
金
の
「
Ｇ
Ｇ
Ｒ
比
例
部
分
」
に
つ
い
て
「
諸
外
国
と
の
実
効
負
担
の
比
較
及
び
Ｉ
Ｒ
を
取
り
巻
く
競
争
環
境

を
踏
ま
え
、
そ
の
水
準
を
定
め
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
我
が
国
と
同
様
に
カ
ジ
ノ
事
業
者
の

免
許
数
を
制
限
し
て
い
る
諸
外
国
の
実
効
負
担
率
の
水
準
を
参
考
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
第
一
条
に
い
う
「
財
政
の

改
善
に
資
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
整
備
と
整
備
後
に
要
す
る
見
込
み
額
を
算
定
し
、
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
「
Ｉ
Ｒ
区
域
の
整
備
は
国
と
地



 

２ 

 

方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
カ
ジ
ノ
事
業
か
ら
の
収
益
を
国
・
地
方
が
そ
れ
ぞ
れ
幅
広
く
公
益

目
的
に
用
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
納
付
金
（
Ｇ
Ｇ
Ｒ
比
例
部
分
）
及
び
入
場
料
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
国
と
認
定
都
道
府

県
等
で
折
半
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
庫
納
付
金
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
比
例
部
分
と
同
額
と
し
た

も
の
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
取
り
ま
と
め
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
カ
ジ
ノ
粗
収
益
に
比
例
し
て
課
さ
れ
る
税
の
税
率
は
、

米
国
ネ
バ
ダ
州
で
は
カ
ジ
ノ
粗
収
益
の
額
に
応
じ
て
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
六
・
七
五
パ
ー
セ
ン

ト
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
ゲ
ー
ム
を
行
っ
た
顧
客
の
区
分
に
応
じ
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
カ
オ
で
は

主
な
税
率
と
し
て
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ビ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
主
な
税
率
と
し
て
ゲ
ー
ム
の
種
類
等
に

応
じ
て
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
三
十
一
・
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て

い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 



 

３ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
公
租
公
課
率
」
に
つ
い
て
は
、
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進

会
議
の
審
議
が
行
わ
れ
た
当
時
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
同
会
議
の
委
員
か
ら
の
求
め
も
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
デ
ン
マ
ー
ク
へ
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
国
際
ゲ
ー
ミ
ン
グ
規

制
者
協
会
（International 

Association 
of 

Gaming 
Regulators

）
の
年
次
総
会
に
出
席
し
、
外
国
規
制
当
局
と
意

見
交
換
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 


